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 第１章 総 則 

 （目的） 

第１条 この通達は、総合通信局及び沖縄総合通信事務所（以下「地方局」という。）

で行う伝搬障害防止に関する事務処理手続について定めることを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 法 電波法（昭和２５年法律第１３１号）をいう。 

 (2) 行政手続法 行政手続法（平成５年法律第８８号）をいう。 

 (3) 情報通信技術利用法 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

（平成１４年法律第１５１号）をいう。 

 (4) 施行令 電波法施行令（平成１３年政令第２４５号）をいう。 

 (5) 伝搬障害規則 電波法による伝搬障害の防止に関する規則（昭和３９年郵政省

令第１６号）をいう。 

 (6) 情報通信技術利用法施行規則 総務省関係法令に係る行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する法律施行規則（平成１５年総務省令第４８号）をいう。 



 (7) 審査基準 電波法関係審査基準（平成１３年総務省訓令第６７号）をいう。 

 (8) 免許事務処理規程 無線局免許等事務処理規程（平成１３年１月６日総基総第

１０号）をいう。 

 (9) 電子証明書 情報通信技術利用法施行規則第２条第２項第２号に定めるものを

いう。 

 (10) 局長 情報流通行政局長又は総合通信基盤局長をいう。 

 (11) 地方局長 総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長をいう。 

 (12)  総合無線局監理システム 無線局に関する各種のデータベースを構築し、その

データベースを活用して、無線局申請処理、無線局監督、伝搬障害防止等の電波

監理業務の迅速かつ効率的な実施を支援するシステムをいう。 

 (13)  窓口閲覧制度 総務省文書管理規則（平成１３年総務省訓令第１号）第４９条

に規定する地方局における閲覧者の申出による文書の閲覧手順をいう。 

 (14) 重要無線通信 法第１０２条の２に規定するものをいう。 

 (15) 普通無線通信等免許人 電波伝搬路の全部又は一部が防止区域に指定されて

いない重要無線通信、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第３条若しくは第

３７条の２の規定によりガス事業の許可を受けた者がガス供給指令若しくは保安

の確保の用に供する無線設備により行う無線通信又は水道法（昭和３２年法律第

１７７号）第６条第１項の規定により水道事業の認可を受けた者、同法第２６条

の規定により水道用水供給事業の認可を受けた者、下水道法（昭和３３年法律第

７９号）第４条第１項若しくは第２５条の３の事業計画の認可を受けた者又は工

業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）第３条第１項の規定により工業用水

道事業の届出をし、若しくは許可を受けた者が、その業務の用に供する無線設備

により行う無線通信の当該無線局の免許人をいう。 

 

第２章 防止区域の指定等 

 （指定願の提出依頼） 

第３条 免許担当課から、免許事務処理規程第３２条の３第２項（同規程第３２条の７

第２号において準用する場合を含む。）の規定に基づき、防止区域の指定作業の依頼

があったときは、必要に応じ、重要無線通信を行う無線局に係る申請書等を提出した

者（以下「申請者」という。）に対し、様式１の指定願に次の書類を添えて提出する

よう依頼するものとする。 

 (1) 防止予定区域（防止区域として指定を希望する区域をいう。以下同じ。）管理票 

 (2) 防止予定区域に係る地域名称表 

 (3) 防止予定区域に係る電波伝搬路の全区間の見通図及び指定希望区間の拡大見通

図  

 (4) 防止予定区域における既存の高層建築物等（法第１０２条の３第１号に規定す



るものをいう。以下同じ。）の情報及びクリアランスの情報を記載した書類 

 (5) 防止予定区域を表示する図面 

 

 （審査の開始） 

第４条 前条の規定に基づき申請者から指定願の提出があったときは、速やかに形式審

査を行うものとする。 

２ 形式審査において、当該指定願に記載された事項に不備があるものと認めるときは、

相当の期間を定めて申請者に補正を求めるものとする。 

３ 提出された防止予定区域が、その地域における環境等から防止区域の指定が必要の

範囲と考慮し難い場合は、申請者から事情を聴取するものとする。 

 

 （総合無線局監理システムへの入力） 

第５条 形式審査終了後は、指定願に記載されている事項を総合無線局監理システムに

入力するものとする。 

 

 （関係行政機関への建築計画等の照会） 

第６条 防止予定区域を管轄する特定行政庁（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第２条第３５号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。）及び地方公共団体の都市

計画部局（以下「関係行政機関」という。）に対し、様式２の文書により、当該防止

予定区域における次の各号に掲げる事項（以下「建築計画等」という。）について照

会するものとする。 

 (1) 現在建築中の高層建築物等の有無及びその概要 

 (2) 高層建築物等に係る建築確認申請の有無及びその概要 

 (3) 高層建築物等に係る建築確認済の通知の有無及びその概要（建築基準法第７７

条の１８第１項において指定された者（以下「指定確認検査機関」という。）によ

る確認を含む。） 

 (4) 建築基準法第５５条第３項第１号若しくは第２号、第５６条の２第１項ただし

書、第５９条第４項又は第５９条の２第１項の規定による特定行政庁の許可の有

無及びその概要（当該許可により高層建築物等となるものに限る。） 

 (5) 次に掲げる処分に係る指定行為（法第１０２条の３第１項各号のいずれかに該

当する行為をいう。以下同じ。）の有無及びその概要 

   ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第４号に基づく特定

街区の都市計画の決定 

   イ 都市計画法第１２条の５第３項に基づく再開発等促進区内の地区整備計画の

決定 

   ウ 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第３６条第１項に基づく都



市再生特別地区における都市計画の決定 

   エ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２条第１号に基づく市街地再開

発事業の都市計画の決定 

   オ 建築基準法第５９条の２第１項に基づく許可 

２ 前項に基づき関係行政機関へ依頼するときの調査対象期間及び回答期限は、次のと

おりとする。 

 (1) 前項第２号から第４号までに係る調査対象期間は、関係行政機関への照会日か

ら過去１年間とする。 

 (2) 回答期限は、関係行政機関への照会日から１ヶ月以内の設定とする。 

 

 （関係行政機関から建築計画等の回答があったときの処理） 

第７条 関係行政機関から建築計画等の回答があったときは、当該建築計画等が、当該

照会に係る防止予定区域内に含まれるものかどうか確認するものとする。 

２ 前項の確認の結果、建築計画等が当該照会に係る防止予定区域内に含まれることが

確認でき、伝搬障害の見込みの有無の判定のために詳細な情報を必要とするときは、

当該関係行政機関から提供のあった連絡先に対して求めるなどの方法により情報を

入手するものとする。 

 

 （伝搬障害の見込みの有無の判定） 

第８条 審査基準第４５条別添８の伝搬障害の判定基準（以下「判定基準」という。）

に基づき、伝搬障害の見込みの有無を判定するものとする。 

 

 （伝搬障害の見込みがあるときの防止予定区域の確認） 

第９条 前条の規定により伝搬障害の見込みの有無を判定した結果、第６条第１項第５

号に係る指定行為による伝搬障害の見込みがあるときは、申請者に対し、実際に障害

が発生するまでの間当該障害発生見込み部分を除外した防止区域の指定を希望する

かどうか確認するものとする。 

２ 前項の確認の結果、申請者が防止区域の指定を希望するときは、当該障害発生見込

み部分を除外した区域を防止区域の指定を要すると認められる区域とするものとす

る。 

 

 （判定結果の免許担当課への通知） 

第１０条 第８条の判定を行ったときは、第３条の規定により防止区域の指定作業の依

頼を行った免許担当課に対し、当該判定に係る書類を添えてその旨通知するものとす

る。 

 



 （局長への報告） 

第１１条 防止区域の指定を要すると認められるときは、様式３の報告書により速やか

に局長に報告するものとする。 

２ 前項の規定により局長に報告するときは、当該報告に係る本省送付日等の進行管理

情報を総合無線局監理システムに入力するものとする。  

 

 （申請者への通知等） 

第１２条 伝搬障害の見込みがあり、防止区域の指定を要すると認められないときは、

申請者に様式４の通知書により通知するものとする。この場合において、行政不服審

査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定による教示を行い、当該命

令書は配達証明郵便をもって送付する又は申請者に直接手交するものとし、適宜の受

領簿に必要事項を記載するものとする。 

２ 前項の規定により、当該電波伝搬路に係る総合無線局監理システムへの入力情報は

交付日から６０日後に削除するものとする。 

 

 （防止区域の指定の通知） 

第１３条 局長から防止区域の指定に係る通知があったときは、申請者に様式５の通知

書により通知するものとする。 

 

 （免許人からの防止区域の指定） 

第１４条 第３条から前条までの規定は、重要無線通信を行う無線局の免許人（以下「免

許人」という。）から防止区域の指定を希望する旨の申出があった場合について準用

する。  

 

 （同一伝搬路に係る伝搬障害防止区域の指定） 

第１５条 複数の申請者又は免許人間で同一伝搬路を共用する場合の伝搬障害防止区

域の指定においては、申請者又は免許人単位ではなく当該伝搬路に係る一つの伝搬路

の指定で、処理するものとする。なお、同一伝搬路とは、施行令第８条第１項各号に

規定する事項が同一であり、無線設備（空中線）を共有していることを指す。 

２ 第３条から第４条の規定において前項に該当する場合は、第５条、第１１条及び第

１３条の規定を準用する。 

 

 （防止区域の指定の変更） 

第１６条 免許担当課から免許事務処理規程第３２条の７第１号の規定に基づく通知

があったとき又は免許人から防止区域の指定の変更を希望する旨の申出があったと

きの処理は、次のとおりとする。 



 (1) 法第１０２条の２第２項に規定する告示（以下「告示」という。）の内容に変更

がある場合は、第３条から第１１条まで及び第１３条の規定を準用する。 

 (2) 前号の場合において、伝搬障害の見込みがないときは、第６条から第９条の規

定を省略できるものとする。 

 (3) 前号の場合において、第１０条中「第８条の判定を行った」を「第４条第１項

の規定により伝搬障害の見込みがない」と読み替えるものとする。この場合にお

いて、判定に係る書類の添付は要しない。 

 (4) 前３号の場合において、第３条から第５条までの規定中「指定願」とあるのは

「指定変更願」と、第９条から第１１条までの規定中「指定」とあるのは「指定

の変更」と読み替えるものとする。 

 (5) 告示の内容に変更がない場合は、第３条から第５条まで、第１０条及び第１１

条の規定を準用する。 

 (6) 前号の場合において、第１０条中「第８条の判定を行った」を「第４条第１項

の規定により防止区域の変更がない」と読み替えるものとする。この場合におい

て、判定に係る書類の添付は要しない。 

 (7) 前２号の場合において、第３条から第５条までの規定中「指定願」とあるのは

「指定変更願」と、第１０条の規定中「指定」とあるのは「指定の変更」と、第

１１条中「防止区域の指定」とあるのは「防止区域の変更がない総合無線局監理

システム処理」と読み替えるものとする。 

 (8) 伝搬障害規則第２条第２号の規定による建築主に対する通知は、様式６の通知

書により行うものとする。 

 

 （防止区域の指定の解除） 

第１７条 免許担当課等から以下の通知等があったときは、必要に応じ、関係する免許

人（免許人であった者を含む。以下この条において同じ。）に様式１の指定解除願を

提出するように依頼するものとする。 

 (1) 免許担当課から免許事務処理規程第３２条の７の規定に基づく防止区域が消滅

する旨の通知があったとき 

 (2) 免許人から防止区域の指定の解除を希望する旨の申出があったとき 

 (3) 第９条第２項の規定に基づき実際に障害が発生するまでの間防止区域の指定を

した場合において実際に障害が発生したとき 

２ 免許担当課から同規程第３２条の８の規定に基づく通知があったときは、必要に応

じ、関係する免許人に防止区域の指定の解除について確認するものとする。 

３ 前項の確認の結果、指定の解除を要すると認められる場合について、第５条及び第

１１条の規定を準用する。この場合において、第５条中「指定願に記載されている事

項」とあるのは「必要な事項」と、第１１条中「指定」とあるのは「指定の解除」と



読み替えるものとする。 

４ 第４条、第５条、第１１条及び第１３条の規定は、免許人から指定解除願の提出が

あった場合について準用する。この場合において、第４条及び第５条中「指定願」と

あるのは「指定解除願」と、第１１条及び第１３条中「指定」とあるのは「指定の解

除」と読み替えるものとする。 

５ 伝搬障害規則第２条第１号の規定による建築主に対する防止区域の指定の解除の

通知は、様式６の通知書により行うものとする。 

 

 第３章 防止区域を表示する図面の備付け及び縦覧等 

 （防止区域を表示する図面等の備付け） 

第１８条 施行令第９条第１項の規定による防止区域を表示する図面又は防止区域が

記録された電磁的記録媒体（以下「電磁的記録媒体」という。）は、関係行政機関等

の建築基準行政事務を担当する課の長に送付するものとする。この場合において、当

該課の長に対し、次の事項に留意して保管を行うよう依頼するものとする。 

 (1) 毀損又は汚損しないよう取り扱うこと。 

 (2) あらゆる媒体による持出し又は複写は認めないこと。 

 (3) 責任者を定め厳重に保管すること。 

２ 前項の規定により送付すべきものとされる図面又は電磁的記録媒体については、関

係行政機関等の建築基準行政事務を担当する課の長に対し、それらのうち、どちらの

送付を希望するかあらかじめ照会しておくものとする。 

 

 （防止区域を表示する図面等の縦覧） 

第１９条 地方局においては、情報通信技術利用法施行規則第６条に基づき事務所に備

え置く電子計算機の映像面に表示する方法により縦覧を行うものとする。 

２ 地方局長は、関係行政機関等に防止区域を表示する図面又は事務所に備え置く電子

計算機の映像面に表示する方法により縦覧を行うよう依頼するものとする。 

３ 地方局は、一般に縦覧を行うときは、縦覧する者に対し、適宜の様式に氏名及び住

所その他必要事項を記入するよう依頼するものとし、縦覧の状況を容易に確認できる

場合を除き、職員が立ち会うものとする。 

４ 管轄区域外の縦覧等の依頼に対しては、可能な範囲内において対応するものとする。 

５ 縦覧する者が、縦覧情報の写しを希望するときは、行政機関の保有する情報の公開

に関する法律（平成１１年法律第４２号）第４条に基づく情報公開請求の手続を行う

よう説明するものとする。 

 

 （電波伝搬路の高さ情報の提供等） 

第２０条 閲覧又は縦覧した者のうち、高層建築物等の具体的な建築計画がある場合



等で、当該電波伝搬路の高さ情報等の提供の依頼があったときは、次により処理す

るものとする。 

 (1) 電波伝搬路の高さ情報のほか、当該高さ情報は誤差を含んでいること及び当該

高さ情報等を提供したことを当該電波伝搬路に係る免許人又は普通無線通信等免

許人に連絡する旨を閲覧又は縦覧した者に伝えるものとする。 

 (2) 前号の規定により閲覧又は縦覧した者に対して当該高さ情報等の提供を行っ

たときは、必要に応じ、当該電波伝搬路に係る免許人又は普通無線通信等免許人

に対し、当該高さ情報等の提供を行ったことを連絡するものとする。 

 

 （建築計画等の情報提供） 

第２１条 防止区域を検討する等に当たって、免許人から関係行政機関から得た建築計

画等の情報の提供依頼があったときは、必要に応じ、適宜の方法で提供するものとす

る。 

 

 （指定予定情報の提供） 

第２２条 高層建築物等を建築する建築主等から、防止区域として指定が予定されてい

る区域の情報の提供の依頼があったときは、必要に応じ、適宜の方法で提供するもの

とする。 

 

 第４章 防止区域における措置等 

 （高層建築物等予定工事届の審査等） 

第２３条 法第１０２条の３第１項の規定により、伝搬障害規則別表第１号様式の高層

建築物等予定工事届（以下「予定工事届」という。）の提出があったときは、行政手

続法の規定に基づき、形式審査を行うものとする。 

２ 工事請負人住所氏名欄（工事下請人がいる場合は、工事下請人住所氏名欄も含む。）

を未定として届け出るときは、当該欄に未定と記載し、工事請負契約の予定年月日を

その他参考となる事項欄に記載するとともに、次に掲げるいずれかの高層建築物等に

係る書類が添付されているか確認するものとする。 

 (1) 都市計画法第８条第１項第４号の規定に基づく特定街区の都市計画の決定の告

示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し 

 (2) 都市計画法第１２条の５第３項の規定に基づく再開発等促進区の地区整備計画

の決定又は変更の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し 

 (3) 都市再生特別措置法第３６条第１項の規定に基づく都市再生特別地区における

都市計画の決定の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し 

 (4) 都市再開発法第２条第１号の規定に基づく市街地再開発事業の都市計画の決定

の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し 



 (5) 建築基準法第５９条の２第１項の規定に基づく許可の通知の写し 

 (6) 地方公共団体において定められる中高層建築物紛争予防条例に基づき提出され

た標識設置届の写し及び当該届出に係る建設用地の案内図の写し又はこれらに類

するもの 

３ 形式審査において、当該予定工事届に不備があると認めるときは、相当の期間を定

めて届出者に補正を求めるものとする。 

４ 情報通信技術利用法第３条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織

を使用して予定工事届が提出された場合において、電子証明書に記載されている内容

と届出を行った者の名称が明らかに異なるときは、その理由を調査し、その理由が是

認できるものでないとき又は電子証明書により証明されている者と届出を行った者

の同一性の確認ができないときは、当該届出を無効なものとして処理するものとする。 

５ 前項の場合において、地方局長はその理由について届出者に通知するものとする。 

６ 形式審査終了後は、次の各号に留意して審査を行うものとする。 

 (1) 届出に係る行為は、法第１０２条の３第１項に該当するものであり、かつ、伝

搬障害規則第４条各号に掲げる届出を要しない工作物以外の工作物に係るもので

あること。 

 (2) 前号の場合において、次に掲げるものは、伝搬障害規則第４条第３号から第５

号までに掲げる届出を要しないものには該当しないものであること。 

   ア 送電線柱（伝搬障害規則第４条第３号関係） 

   イ 建築物の屋上に設けられる工作物（伝搬障害規則第４条第４号及び第５号関

係） 

 

 （総合無線局監理システムへの入力） 

第２４条 審査終了後は、予定工事届に記載されている事項を総合無線局監理システム

に入力するものとする。 

２ 情報通信技術利用法第３条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織

を使用して届出に係る電磁的記録が提出された場合にあっては、前項の規定は適用し

ない。 

 

 （高層建築物等変更届の提出依頼） 

第２５条 第２３条第２項に基づく予定工事届の受付後は、当該届を提出した建築主

に対し、工事請負人及び工事下請人が決まり次第速やかに、伝搬障害規則別表第２

号様式の高層建築物等変更届を提出するように依頼するものとする。 

 

 （高層建築物等変更届の受付等） 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定は、法第１０２条の３第２項の規定による届出



があった場合について準用する。また当該届を受付する期間は、当該高層建築物等の

竣工までの期間とするものとする。 

 

 （必要事項の報告依頼） 

第２７条 法第１０２条の３第３項の規定により、第２３条及び第２６条の届出の記載

内容では、重要無線通信障害の有無を判定できない場合に、その判定に必要な範囲の

事項を建築主に対して依頼するときは、報告の期限を当該依頼書の発送日から３週間

以内として、様式７の依頼書を送付して行うものとする。 

 

 （予定工事届又は高層建築物等変更届の届出の命令） 

第２８条 法第１０２条の４第１項の規定に基づき予定工事届又は高層建築物等変更

届の提出を命ずるときは、提出の期限を当該命令書の発送の日から３週間以内として、

様式８の命令書を送付して行うものとし、通知の方法については、第１２条第１項後

段の規定を準用する。 

２ 第２６条及び第２７条の規定は、前項の命令によって届出があった場合に準用する。 

 

 （重要無線通信障害の有無の判定） 

第２９条 予定工事届に係る高層建築物等について、判定基準に基づき、速やかに当該

高層部分による重要無線通信障害の有無を判定するものとする。 

２ 仮設物等による重要無線通信障害の恐れについて、必要に応じ、第２７条の規定を

準用して当該事項の情報を入手するものとする。 

３ 前項の判断としては、障害なしの判定であるが、審査基準第４５条別添８に規定す

るＵ＞１を仮設物等の設置により満足しない場合は、重要無線通信障害の恐れがある

と認められるものとする。 

 

 （判定の通知） 

第３０条 法第１０２条の５第１項の規定による建築主に対する通知は、次の各号によ

り、予定工事届の提出があった日から３週間以内に行うものとする。ただし、法第１

０２条の５第２項の規定により、第２５条から第２８条までに係る届出等があった場

合は、当該届出等の提出があった日から３週間以内に行うものとする。 

 (1) 重要無線通信障害原因（以下「障害原因」という。）とならない旨の通知は、様

式９の通知書により行うものとする。ただし、障害原因とならない旨の判定結果

となった場合で、かつ、当該建築物の工事完成までに使用される仮設物等により

当該無線通信回線に障害の恐れがあると認められるときは、様式１０の通知書に

より行うものとする。 

 (2) 障害原因となる旨の通知は、様式１１の通知書により行うものとし、通知の方



法については、第１２条第１項後段の規定を準用する。 

２ 前項の場合にあっては、情報通信技術利用法第４条第１項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用して届出者に通知することができる。 

３ 法第１０２条の５第３項の規定による通知をするときは、免許人に対するものにあ

っては様式１２、工事の請負人に対するものにあっては様式１１の通知書によるもの

とし、通知の方法については、第１項第２号の規定を準用する。 

４ 第１項第２号の規定に基づき障害原因となる旨の通知をした場合において、当該高

層建築物等が建築基準法に基づく建築の確認申請又は許可申請を要するものである

ときは関係する特定行政庁に、当該高層建築物等が経済産業省の所掌に属する電気事

業及びガス事業の用に供するものであるときは経済産業局長（沖縄総合通信事務所に

あっては沖縄総合事務局長とする。以下同じ。）に、様式１３の通知書により通知す

るものとする。 

 

 （障害原因とならないものとなったときの通知等） 

第３１条 前条第１項第２号及び第３項の規定により、建築主、免許人、工事の請負人

に通知した後、建築主から第２６条及び第２８条の規定による高層建築物等の工事変

更等の届出があり、第２９条の規定による判定の結果、当該高層部分が障害原因とな

らないものと認められるに至ったとき（法第１０２条の６第２号に規定する場合を除

く。）は、建築主及び工事の請負人に対し、様式６の通知書により、当該免許人に対

し、様式１４の通知書により通知するものとする。 

 

 （防止区域の指定の際に施工中の高層建築物等に係る工事計画届の受付等） 

第３２条 法第１０２条の３第５項の規定による高層建築物等工事計画届の提出があ

ったときは、行政手続法の規定に基づき、形式審査を行うものとする。 

２ 前項の場合においては、第２３条（第１項、第３項、第４項及び第５項に限る。）

及び第２４条の規定を準用する。この場合において「予定工事届」とあるのは、「高

層建築物等工事計画届」と読み替えるものとする。 

３ 形式審査終了後は、次の各号に留意して審査を行うものとする。 

 (1) 伝搬障害規則別表第３号様式に従って記載され、かつ、同規則第８条各号の図

面及び同条後段の施工中であることを証する書面（届出に係る行為が同規則第６

条各号の一に該当する処分を要するものである場合は、当該処分書又はその写し。）

が添付されていること。 

 (2) 届出に係る行為は、法第１０２条の３第４項に該当するものであり、かつ伝搬

障害規則第４条の届出を要しない工作物以外の工作物に係るものであること。 

４ 第１項の届出を受け付けたときは、当該届出に関係する免許人に対し、様式１５の

通知書により通知するものとする。 



 

 第５章 伝搬障害防止のための協議に関するあっせん等 

 （あっせんの申出） 

第３３条 法第１０２条の７第２項の規定に基づき建築主又は免許人からあっせんの

申出があったときは、様式１６の申出書を提出させるものとする。この場合において、

協議の相手方が２以上にわたるときは、協議の相手方ごとに提出させるものとする。 

２ 前項によるあっせんの申出があったときは、あっせんの申出者に対し、必要に応じ、

補足説明又は資料の提出を求めるものとする。この場合において、説明事項は記録し、

提出された資料とともに整理するものとする。 

３ 協議の当事者の一方から第１項のあっせんの申出があったときは、相手方に対し、

速やかに様式１７の通知書により通知するものとする。 

 

 （意見の聴取） 

第３４条 あっせんを行うに当たっては、様式１８の通知書により双方の当事者の出頭

を求め、意見を聴取するものとする。 

 

 （あっせん案の作成） 

第３５条 双方の当事者の意見の聴取を終わったときは、次の各号に掲げる要領により、

あっせん案を作成するものとする。この場合において、無線設備の設置場所の変更又

は無線設備の変更について特に暫定措置を執る必要のあるときは、局長の指示を受け

るものとする。 

 (1) 当該重要無線通信の確保のために電波伝搬路を変更し、又は当該高層建築物等

の高層部分に係る工事の計画を変更することについては、双方の当事者の意見を

尊重するとともに、技術的条件（無線局の周波数、置局及び設備又は建築物等の

敷地、構造、設備及び用途等の条件）、経済性、工事の難易及び期間等を勘案して

決定するものとする。 

 (2) 前号の変更による経費の負担については、双方の当事者の協議によるものとす

る。ただし、無線設備の工事費（設備費、機材費、人件費等を含む。）の負担につ

いて双方の当事者が希望するときは、現在の設備による伝送の品質及び通信路数

を確保するために行う実現可能な必要最小限の措置に要する工事費について、次

の事項を勘案して、双方の当事者が負担する割合を決定するものとする。 

   ア 現在の空中線の地上高 

   イ 建築主の希望する電波伝搬路の変更の期限 

   ウ その他電波伝搬路の変更について特に考慮を必要とする事項 

 (3) 必要があると認めるときは、関係する特定行政庁又は経済産業局長に協力を求

めるものとする。 



 

 （あっせん案の提示等） 

第３６条 前条の規定によりあっせん案を作成したときは、双方の当事者に対して、様

式１９により提示して意見を求めるものとする。 

 

 （あっせん案の意見不一致等） 

第３７条 前条の規定により提示したあっせん案の内容について双方の当事者の意見

が一致しないときは、様式２０により、次に掲げる資料及び地方局長の意見を添えて

局長に進達し指示を受けるものとする。 

 (1) 第３５条のあっせん案の写し 

 (2) あっせん案に対する双方の当事者の意見 

 (3) その他参考となる資料 

 

 （あっせん案の意見一致等） 

第３８条 あっせん案について双方の当事者の意見が一致したときは、その内容により

協議を調え、書面合意を促し、その書面の写しを地方局へ提出するよう指導するもの

とする。 

２ 前項の一致内容により、予定工事届の変更が生じる場合は、第３１条の規定を準用

するものとする。 

 

 （あっせんの打切り） 

第３９条 あっせんを打ち切るときは、局長の指示を受けるものとし、あっせんを打ち

切ったときは、様式２１により双方の当事者に通知するものとする。 

 

 （特定行政庁等への通知） 

第４０条 第３６条、第３７条、第３８条又は前条の規定による措置を行ったときは、

必要に応じ、関係する特定行政庁又は経済産業局長に通知するものとする。 

 

 第６章 違反の場合の措置等 

 （工事の停止又は禁止の命令） 

第４１条 法第１０２条の８第１項の規定により建築主に対し、工事の停止又は禁止を

命ずるときは、局長に地方局長の意見を添えて報告し指示を受けた後、様式２２の命

令書を送付して行うものとする。 

２ 第２８条第１項後段の規定は、前項の命令の場合について準用するものとする。 

３ 第１項の命令をしたときは、当該建築主の工事に関係する特定行政庁及び指定確認

検査機関に対し、様式２３の通知書により通知するものとする。 



 

 （命令の撤回） 

第４２条 法第１０２条の８第３項の規定により建築主に対し、前条第１項の工事の停

止又は禁止の命令を撤回するときは、様式２４の命令撤回書を送付して行うものとす

る。 

２ 前項の規定により命令の撤回をしたときは、前条第３項の規定により通知した関係

する特定行政庁及び指定確認検査機関に対し、様式２５の通知書により通知するもの

とする。 

 

 第７章 関係行政機関等との協力 

 （建築計画等の情報収集） 

第４３条 地方局は、関係行政機関又は建築主から建築計画等の情報の提供を円滑に受

けられるように、関係行政機関及び建築主との協力に努めるものとする。 

２ 地方局は、防止区域に係る第２３条第２項各号に掲げる情報を定期的に入手するも

のとする。 

 

 （指定確認検査機関への依頼） 

第４４条 高層建築物等に係る指定の区分及び業務内容としている指定確認検査機関

に対し、伝搬障害防止事務のあらましを示したパンフレットを送付し、指定確認検査

機関に来訪した建築主等に手交するよう依頼するものとする。 

２ 前項に規定するパンフレットは、地方局において必要に応じて送付するものとする。 

３ 指定確認検査機関が電磁的記録媒体の配布を希望するときは、地方局において送付

するものとする。この場合において、第１８条第１項後段の規定を準用するものとす

る。 

 

 第８章 罰則に関する措置等 

 （局長への指示伺い） 

第４５条 法第１１０条の２第２号、同条第３号、法第１１２条第５号、法第１１３条

第２２号、同条第２３号、法第１１４条第２号及び法第１１６条第２０号に規定され

る違反行為を知った時は、速やかに関係資料を添えて局長の指示を受けるものとする。 

 

 （告発） 

第４６条 捜査機関への告発は、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２３９条

第２項の規定に基づき、同法第２４１条第１項により行うものとする。 

２ 前項の告発に当たっては、関係資料の保全に十分注意するものとする。 

 



 （告発の受理） 

第４７条 前条の規定は、犯罪捜査規範（昭和３２年国家公安委員会規則第２号）第６

３条第１項において管轄区域を問わないものであるが、捜査機関の円滑な捜査に協力

するため、予め関係する地方局及び管轄警察署と調整を進めておくものとする。 

 

 （過料事件） 

第４８条 過料事件の通知は、非訟事件手続法（明治３１年法律第１４号）第１６１条

の規定に基づき、違反行為者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。 

 

 第９章 事前協議を促進するための情報提供等 

 （障害可能性の判定等） 

第４９条 防止区域又は防止予定区域に係る高層建築物等の具体的な建築計画を有す

る建築主から、予定工事届の提出前の段階で、関係する免許人と自主的な協議を行い

たい旨の申出があったときは、当該建築主に対し、様式２６の依頼書を提出させるも

のとする。 

２ 前項の規定に基づき建築主から依頼書の提出があったときは、依頼書に記載され

ている事項を総合無線局監理システムに入力し、判定基準により、速やかに当該高

層部分が障害原因となるかどうかその可能性を検討し、判定するものとする。なお、

仮設物等による重要無線通信障害の恐れについては、第２９条第２項及び第３項の

規定を準用するものとする。 

３ 障害原因となる可能性がない旨の通知は、様式２７の通知書により当該建築主に対

して行うものとする。 

４ 障害原因となる可能性がある旨の通知は、建築主に対するものにあっては様式２８、

免許人に対するものにあっては様式２９の通知書により行うものとする。 

 

 第１０章 防止区域以外の地域における措置等 

 （防止区域以外の地域における電波の伝搬障害防止措置） 

第５０条 普通無線通信等免許人から、当該電波伝搬路における電波の伝搬障害を防

止するため電波伝搬路の情報を提供したい旨の申出があったときは、必要に応じ、

様式３０の掲載願に当該電波伝搬路を表示した図面等を添えて提出するよう依頼す

るものとする。 

２ 前項の規定に基づき普通無線通信等免許人から掲載願の提出があったときは、掲載

願に記載されている事項を総合無線局監理システムに入力した上で、情報通信技術

利用法施行規則第６条に基づき事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方

法、又は図面等を窓口等適宜の場所に備え付け、閲覧窓口制度により一般への閲覧

に供するものとする。 



３ 前項の規定により図面等を閲覧した者から、当該電波伝搬路内に建築計画を有する

ため、関係する普通無線通信等免許人に対して建築計画の情報提供又は協議を行いた

い旨の申出があったときは、速やかに関係する普通無線通信等免許人にその旨通知す

るものとする。 

４ 普通無線通信等免許人から当該電波伝搬路に係る掲載情報の変更の申出があった

場合においては、第１項から前項までの規定を準用する。この場合において、第１項

及び第３項中「掲載願」とあるのは「掲載変更願」と読み替えるものとする。 

５ 普通無線通信等免許人（免許人であった者を含む。以下この条において同じ。）か

ら当該電波伝搬路に係る掲載情報の削除の申出があったときは、必要に応じ、様式３

０の掲載削除願を提出するよう依頼するものとする。 

６ 前項の規定により普通無線通信等免許人から掲載削除願の提出があったときは、当

該電波伝搬路に係る総合無線局監理システムへの入力情報を削除するものとする。 

 

 （高層建築物等以外の工作物による電波の伝搬障害防止措置） 

第５１条 高層建築物等以外の工作物による電波の伝搬障害の防止については、関係す

る特定行政庁及び指定確認検査機関と協議して必要な措置を講ずるものとする。 

 

 第１１章 報告 

 （防止区域の指定等に係る報告） 

第５２条 防止区域の指定等に関する局長への報告は、別表に定めるところにより行う

ものとする。 



様式１（第３条、第１６条及び第１７条関係） 

 

 

○○○○  第  ＸＸ  号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

伝搬障害防止区域の（指定・指定変更・指定解除）願 

 

 

総 務 大 臣 殿 

 

住所 〒              

 

氏名               印 

電話番号 ○○－○○○○－○○○○ 

 

 

 

伝搬障害防止区域の（指定・指定変更・指定解除）について 

 

 

下記の電波伝搬路について、伝搬障害防止区域の（指定・指定変更・指定解除）を願いたく、別添のとお

り資料を提出します。 

 

 

記 

 

（指定・変更・解除）を希望する電波伝搬路 

電波伝搬路の名称 周波数帯 無線局の目的 理由 備考 

○○～○○ ○○ＧＨｚ ○○○用 （例）無線区間新設のため （注１） 

（注５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 指定変更願又は指定解除願の場合は、備考欄に免許番号及び免許年月日を記載すると共に、備考欄に当該変

更又は解除に係る告示番号及びその年月日を記載すること。 

２ 反射板がない場合は、別添２の添付を要しないものとする。 

３ 指定解除願の場合は、別添の添付を要しないものとする。 

４ 不要な文字を削除すること。 

５ 同一電波伝搬路を共用する他免許人等がいる場合は、当該免許人等名を記載し、また指定変更願及び指定解

除の場合は当該願を同適用する当該免許人名を記載すること。 

長 
 

辺 



注１ 空中線位置については、緯度経度又はＸＹ座標値（測量法に規定する平面直角座標系）の一方を選択し、記

載し、緯度経度又はＸＹ座標値は±１ｍ以内の精度とすること。 

２ ＳＤ空中線については、中心補正値・中心補正角又はＸ値・Ｙ値補正値の一方を選択し、記載すること。 

３ 空中線位置を算出した際に使用した測定方法について、備考欄に①実測、②１／２５０００、③１／１００

００、④１／５０００、⑤１／２５００、⑥不明、別に記載すること。なお、①は現地測量の結果である場合、

②～⑤は当該縮尺の地図から算出した場合、⑥は既出のデータで算出時の経緯が不明（既設無線局の場合等）

な場合である。 

 （別添１） 

防止予定区域管理票（１） 
  

免許人名 
ルート番号 

□-□□□-□□□□□ 

局番号 局番号１ 局番号５ 

免許の番号                 号                 号 

免許年月日      年    月    日      年    月    日 

固定局名（漢字） 

固定局名（カナ） 
  

使用周波数 

占有周波数帯幅 
  

都道府県名 

設置場所住所 
  

空中線位置 □個別０  □代表（鉄塔中心）１ □個別０  □代表（鉄塔中心）１ 

空中線位置（緯度経度） 
Ｅ   °  ′  ″ 誤差（  ″ ）  

Ｎ   °  ′  ″ 誤差（  ″ ） 

Ｅ   °  ′  ″ 誤差（  ″ ） 

Ｎ   °  ′  ″ 誤差（  ″ ） 

空中線位置（ＸＹ座標値） 原点( ) 
Ｘ    ｍ 誤差（   ｍ） 

Ｙ    ｍ 誤差（   ｍ） 
原点( ) 

Ｘ    ｍ 誤差（   ｍ） 

Ｙ    ｍ 誤差（   ｍ） 

下
り
方
向 

空中線口径                 ｍ                 ｍ 

空中線種別等 送信空中線         → （偏波 ） → 受信空中線 

空中線地上高        ｍ 誤差（     ｍ）        ｍ 誤差（     ｍ） 

空中線海抜高        ｍ 誤差（     ｍ）        ｍ 誤差（     ｍ） 

空中線中心補正値 

     補正角 

Ｘ値・Ｙ値補正値 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

Ｓ
Ｄ
１ 

ＳＤ１間隔 SD1          ｍ SD1          ｍ 

ＳＤ１中心補正値 

     補正角 

Ｘ値・Ｙ値補正値 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

Ｓ
Ｄ
２ 

ＳＤ２間隔 SD2          ｍ SD2          ｍ 

ＳＤ２中心補正値 

     補正角 

Ｘ値・Ｙ値補正値 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

上
り
方
向 

下り方向に同じ □ 

空中線口径                 ｍ                 ｍ 

空中線種別等 受信空中線         ← （偏波 ） ← 送信空中線 

空中線地上高        ｍ 誤差（     ｍ）        ｍ 誤差（     ｍ） 

空中線海抜高        ｍ 誤差（     ｍ）        ｍ 誤差（     ｍ） 

空中線中心補正値 

     補正角 

Ｘ値・Ｙ値補正値 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

Ｓ
Ｄ
１ 

ＳＤ１間隔 SD1          ｍ SD1          ｍ 

ＳＤ１中心補正値 

     補正角 

Ｘ値・Ｙ値補正値 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

Ｓ
Ｄ
２ 

ＳＤ２間隔 SD2          ｍ SD2          ｍ 

ＳＤ２中心補正値 

     補正角 

Ｘ値・Ｙ値補正値 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ     ｍ 

           ｍ 

   °   ′   ″ 

Ｘ      ｍ Ｙ      ｍ 

ＡＤ識別 □    伝送方式             局間距離         誤差（   ｍ） 

指定範囲 

（局番号１の局からの距

離） 

～ 

～ 

～ 

 

告示  番号   

備考 
 

 



 

（別添２）添２） 

防止予定区域管理票（２）（反射板情報） 
  

 

免許人名 
ルート番号 

□-□□□-□□□□□ 

局番号 局番号２ 局番号３ 

反射板名（漢字） 

反射板名（カナ） 
  

都道府県名 

設置場所住所 

  

反射板位置 □個別０  □代表（鉄塔中心）１ □個別０  □代表（鉄塔中心）１ 

反射板位置（緯度経度） 
Ｅ   °  ′  ″ 誤差（  ″  ） 

Ｎ   °  ′  ″ 誤差（  ″  ） 

Ｅ   °  ′  ″ 誤差（  ″  ） 

Ｎ   °  ′  ″ 誤差（  ″  ） 

反射板位置（ＸＹ座標値） 原点( ) 

Ｘ          ｍ    

誤差（   ｍ） 

Ｙ          ｍ   

誤差（   ｍ） 

原点( ) 

Ｘ          ｍ    

誤差（   ｍ） 

Ｙ          ｍ   

誤差（  ｍ） 

反射板対角径                  ｍ                  ｍ 

反射板地上高        ｍ 誤差（     ｍ）        ｍ 誤差（     ｍ） 

反射板海抜高        ｍ 誤差（     ｍ）        ｍ 誤差（     ｍ） 

備考 

 
局番号４ 

 

 

Ｅ   °  ′  ″  誤差（  ″  ） 

Ｎ   °  ′  ″  誤差（  ″  ） 

□個別０  □代表（鉄塔中心）１ 

原点 

Ｘ        ｍ   

誤差（   ｍ） 

Ｙ        ｍ   

誤差（   ｍ） 

       ｍ 誤差（     ｍ） 

       ｍ 誤差（     ｍ） 

      

 

注１ 反射板位置については、緯度経度又はＸＹ座標値の一方を選択し、記載すること。 

２ 反射板位置を算出した際に使用した測定方法について、備考欄に①実測、②１／２５０００、③１／１００

００、④１／５０００、⑤１／２５００、⑥不明、別に記載すること。なお、①は現地測量の結果である場合、

②～⑤は当該縮尺の地図から算出した場合、⑥は既出のデータで算出時の経緯が不明（既設無線局の場合等）

な場合である。 

  



  

（別添３） 

防止予定区域に係る地域名称表 
  

 

局 名 １からの距離 行政区画名 

１．●● 

２．×× 

０．０００km 

１．４００km 

○○県 

 ××市 △△３丁目、□□２丁目 

１．７００km 

８．４００km 

○○県 

 ××市 大字▽▽字□□ 

１０．７００km 

１０．８００km 

××県 

 ●●郡 

  ◆◆町 大字△△字□□ 

  

 

 



様式２（第６条関係） 

 

○○○○  第  ＸＸ  号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

（関係行政機関） 殿 

 

○○総合通信局長 ○印 

（注１） 

 

 

電波法に基づく伝搬障害防止区域の指定について（照会） 

 

 

平素は、総務省の情報通信行政に御理解と御協力を賜りありがとうございます。 

さて、電波法第１０２条の２第１項の規定に基づき、別紙の電波伝搬路に係る伝搬障害防止区域を指定する手

続を進めているところですが、指定に当たっては、関係行政機関に当該防止区域に係る建築計画（都市計画）

の情報を御提供いただき、当該情報を踏まえて措置することとしております。 

つきましては、別紙の指定予定範囲の貴庁（都・道・府・県・市・町・村）管轄区域に関して、下記の照会事

項についての御回答をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 電波伝搬路及び指定予定範囲 

別紙のとおり（詳細は、添付の資料・地図参照） 

 

２ 照会事項 
(1) 現在建築中の高層建築物等（電波法第１０２条の３第１項第１号に規定するものをいう。以下同 

じ。）の有無及びその概要 
(2) 高層建築物等に係る建築確認申請の有無及びその概要 
(3) 高層建築物等に係る建築確認済の通知の有無及びその概要（指定確認検査機関による確認を含む。） 

(4) 建築基準法第５５条第３項第１号若しくは第２号、第５６条の２第１項ただし書、第５９条第４項又 
は第５９条の２第１項の規定による特定行政庁の許可の有無及びその概要（当該許可により高層建築物 
等となるものに限る。） 

(5) 次に掲げる処分に係る指定行為（電波法第１０２条の３第１項各号のいずれかに該当する行為をいう 
。）の有無及びその概要 

ア 都市計画法第８条第１項第４号に基づく特定街区の都市計画の決定 

イ 都市計画法第１２条の５第３項に基づく再開発等促進区内の地区整備計画の決定 
ウ 都市再生特別措置法第３６条第１項に基づく都市再生特別地区における都市計画の決定 
エ 都市再開発法第２条第１号に基づく市街地再開発事業の都市計画の決定 

オ 建築基準法第５９条の２第１項に基づく許可 
 

３ 照会対象期間 

上記２(2)から(4)までの事項については、照会日から過去１年間とします。 
 

   ４ 回答方法 

添付の「高層建築物等（都市計画等）の概要」に必要事項を御記入願います。 

なお、調査の結果、該当がない場合もその旨御回答願います。 

 

５ 回答期限 

□□ＸＸ年××月××日 

 

 

本件問い合わせ先・送付先：○○総合通信局○○部○○課 担当：○○ 

〒XXX-XXXX ○○○○○○○○○○○○Ｘ－Ｘ－Ｘ 

TEL XXX-XXXX-XXXX FAX XXX-XXXX-XXXX 

E-mail: XXXX@soumu.go.jp 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては、「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

 ２ 不要の文字を削除すること。 

長 
 

辺 

mailto:XXXX@soumu.go.jp


  

 

                                               別紙 

電波伝搬路及び指定予定範囲（下記地図の帯状の部分） 

 

 
 

※ 既存、建築中又は計画中の高層建築物等は点で、「特定街区」等による都市計画等の場合は当該計画区域を 

赤線で囲むなどして、適宜明記願います。 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

長 
 

辺 



  
 

回答様式 

○○年○○月○○日 現在 

 

 

高層建築物等（都市計画等）の概要 

 

 

１ 電波伝搬路の名称 

 

２ 指定予定範囲内の高層建築物等（都市計画等）の概要 

 

（１） 建築主の名称又は商号 

 

 

（２） 建物（都市計画）の名称 

 

 

（３） 高層建築物等の所在地の住所及び指定範囲の起点からの距離（当局送付地図（別紙）の関係部分 

をコピーの上、場所を明記して参考として添付してください。） 

 

（４） 当該建築物の最高部の高さ 

 

  地表高        ｍ     海抜高        ｍ 

 

（５） 工事（都市計画決定）の時期 

① 既存の場合 

完了（都市計画決定）時期     年    月    日 

都市計画の告示番号       

 

②  建築中又は計画中の場合 

     年    月    日頃着手（又は予定） 

 

     年    月    日頃完了（又は予定） 

 

 

  ３ 指定に当たっての意見 

 

４ 本件担当者・連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 注 不要の文字を削除すること。 

  

長 
 

辺 



様式３（第１１条、第１６条及び第１７条関係） 

 

 

○○○○  第  ＸＸ  号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

総合通信基盤局長 殿 

（電波部基幹通信課） 

 

 

○ ○総合通信局長 

（注１） 

 

 

 

伝搬障害防止区域の（指定・指定変更・指定解除）について 

 

     標記について、（申請者又は免許人名）から下記の電波伝搬路に係る伝搬障害防止区域の（指定・指定変 

更・指定解除）願の提出があり、審査の結果、伝搬障害防止区域の（指定・指定の変更・指定の解除）を要 

すると認められるので、電波伝搬障害防止事務処理規程第５２条の規定に基づき、下記の資料を添えて報告 

します。 

 

記 

 

１ 申請者又は免許人名、電波伝搬路の名称等 

 

申請者又は

免許人名 

免許番号 電波伝搬路の名称 周波数帯 無線局の目的 

     

 

 

２ 添付資料 

(1) 防止区域指定等審査表 

(2)  防止予定区域における電波伝搬路の拡大見通し図 

(3) 建築計画等との障害検討結果 

(4) 関係行政機関の意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

 ２ 指定変更に係る報告の場合は、上記２(2)から(3)までの資料については変更のあったものを添付すること。 

 ３ 指定解除に係る報告の場合は、上記２(2)から(3)までの資料の添付を要しない。 

 ４ 指定変更は無く総合無線局監理システムの変更処理の場合は、注２並びに関係する資料を添付すること。 

５ 不要の文字を削除すること。 

 

長 
 

辺 



○○総合通信局長(注１) 

防止区域指定等審査表（指定・変更・解除） 

申請者又は免許人名  指

定 

変

更 

解

除 電波伝搬路の名称  

無線局の目的  □電気通信業務用               □水防・消防用 

□放送業務用                 □防災行政用 

□人命 ・財産の保護用             □航空保安用 

□気象業務用                  □海上保安用 

□電気供給業務用                 □警察用 

□列車運行業務用                 □治安維持用 

   

使用周波数は８９０ＭＨｚ以上か   － 

指定区域の 

クリアランス 

４５ｍ以上か   － 

４５ｍ以上であるが、都市計画法等その他法令に係る建築物による伝搬障害が

発生する見込みである場合、実際に障害が発生するまでの間当該障害発生見込

み部分を除外した防止区域の指定を希望しているかどうか 

   

－ 

既存の高層建築物等による第１フレネルゾーンの遮蔽率は０であるか   － 

伝搬路及び防止予定区域を記載の地図が添付されているか   － 

地図には伝搬路の位置及び距離並びに防止予定区域が正確に記入されているか   － 

指定回線の設置場所、使用周波数及び海抜高等は免許内容と相違ないか   － 

地図上部に記載された地

図名称及び地図を送付す

る特定行政庁名（括弧内の

記載） 

①        ：（     ）（     ）（     ） 

②        ：（     ）（     ）（     ） 

③        ：（     ）（     ）（     ） 

④        ：（     ）（     ）（     ） 

⑤        ：（     ）（     ）（     ） 

⑥        ：（     ）（     ）（     ） 

⑦        ：（     ）（     ）（     ） 

   

関係行政機関の意見は支障なしであるか   － 

指定時の告示           平・昭   年第        号   項 区分   

変更時の告示（１回目の変更）   平・昭   年第        号   項 区分     

変更時の告示（２回目の変更）   平・昭   年第        号   項 区分     

その他 （注２）    

◎上記各項目の審査の結果         指定、変更、解除    できる。  ／   できない。 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

 ２ 参考となる情報を記載すること。 

 



様式４（第１２条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

（申請者又は免許人） 殿 

 

 

 

○○総合通信局長  ○印

（注） 

 

 

伝搬障害防止区域として指定しない旨の通知書 

 

 □□○○年○○月○○日付け○○○○第ＸＸＸＸ号で提出のあった伝搬障害防止区域の指定願については、 

下記のとおり指定しないこととしたので、通知する。 

 

行政事件訴訟法第４６条第２項及び行政不服審査法第５７条第１項により次のことを教示する。 

この処分について不服があるときは、総務大臣に対し、処分のあった事を知った日の翌日から起算して６０ 

日以内に異議申立てをすることができる。 

なお、この処分については、電波法第９６条の２の規定により、異議申立てに対する決定に対してのみ、取 

消しの訴えを提起することができる。 

 

 

記 

 

１ 電波伝搬路の名称 

 

２ 指定しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

 

長 
 

辺 



様式５（第１３条、第１６条及び第１７条関係） 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

（申請者又は免許人） 殿 

 

 

 

○○総合通信局長 ○印  

                                               （注１） 

 

伝搬障害防止区域の（指定・指定変更・指定解除）通知書 

 

□□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。）の伝搬障害防止区域の（指定・

指定変更・指定解除）願については、下記により（指定・指定を変更・指定を解除）し告示したので、通知す

る。 

 

 

記 

 

 

（指定・指定変更・指定解除）に係る告示 

□□○○年○○月○○日  総務省告示第○○○号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

２ 不要の文字を削除すること。 

長 
 

辺 



様式６（第１６条、第１７及び第３１条関係） 

 

                                                                

                                        ○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日                                               

(注２) 

 

 

伝搬障害防止区域の指定解除等通知書 

 

 

（建築主） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

 □□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。）の（高層建築物等予定工事届・

高層建築物等変更届）に係る高層建築物等（場所）ついては、□□○○年○○月○○日付け○○○○第ＸＸＸ

Ｘ号をもって重要無線通信障害原因となる旨の通知を行ったが、（注１）電波法による伝搬障害の防止に関する

規則第２条の規定により通知する。 

 

なお、                      の工事は行って差し支えないものとなったので、 

 

併せてこの旨通知する。 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 伝搬障害規則第２条の規定に従い、次により記載すること。 

(1) その通知書に記載した電波伝搬路に係る伝搬障害防止区域の指定を解除したので、 

(2) その工事は、伝搬障害防止区域内においてするものでないものとなったので、 

(3) 別紙の部分については、重要無線通信障害原因とならないものとなったと認めたので、 

２ 次により記載すること。 

(1) 注１の(1)及び(2)の場合は、当該伝搬障害防止区域の指定を解除又は変更した日（告示の日）とすること。

(2) 注１の(3)の場合は、当該高層部分のうち障害原因とならないものとなった部分のあることを認めた日とする  

こと。 

３ 不要の文字を削除すること。 

長 
 

辺 

上記に係る重要無線通信障害原因部分 

別紙の部分 



様式７（第２７条関係） 

 

                                                                

                                        ○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日                                                

 

 

電波伝搬障害判定の必要事項報告依頼書 

 

 

（建築主） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

 □□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。）の（高層建築物等予定工事届・

高層建築物等変更届）に係る届出を受理したが、電波の伝搬障害を生ずる原因となるか判定できないため、電

波法第１０２条の３第３項の規定に基づき、下記の必要事項について報告を求める。 

 

                        記 

 

１ 必要事項 

 

 

２ 報告期限 

  □□ＸＸ年××月××日 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

  注 不要の文字を削除すること。 

長 
 

辺 



様式８（第２８条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

 

 

高層建築物等工事届出提出の命令書 

 

 

（建築主） 殿 

 

 

 

 

貴殿は、（場所）において電波法第１０２条の３第 1項（注１）の規定による届出をしないで工事に着手して

いるので、同法第１０２条の４第１項の規定に基づき、同法第１０２条の３第 1 項（注１）に規定する届出事

項を電波法による伝搬障害の防止に関する規則別表第（注２）号様式に記載し、かつ、同規則第８条に規定す

る図面を添付し、□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日までに届け出るよう命ずる。 

 

行政事件訴訟法第４６条第２項及び行政不服審査法第５７条第１項により次のことを教示する。 

この処分について不服があるときは、総務大臣に対し、処分のあった事を知った日の翌日から起算して６０ 

日以内に異議申立てをすることができる。 

なお、この処分については、電波法第９６条の２の規定により、異議申立てに対する決定に対してのみ、取 

消しの訴えを提起することができる。 

 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 法第１０２条の３第２項、同条第６項及び法第１０２条の４第２項の規定による届出を命ずる場合は、それぞ

れの条項に読み替えること。 

２ 法第１０２条の３第１項の規定による届出を命ずる場合は「１」、同条第２項（同条第６項及び法第１０２条

の４第２項において準用する場合を含む。）の規定による届出を命ずる場合は「２」と記載すること。 

長 
 

辺 



様式９（第３０条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

重要無線通信障害原因とならない旨の通知書 

 

 

（建築主） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

  □□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。）の（高層建築物等予定工事

届・高層建築物等変更届）（場所）に係る事項を検討した結果、その高層部分は、重要無線通信障害原因とな

らないと認められるので、電波法第１０２条の５第１項及び第２項の規定により通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

長 
 

辺 



様式１０（第３０条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

重要無線通信障害原因とならない旨の通知書 

 

 

（建築主） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

 □□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。）の（高層建築物等

予定工事届・高層建築物等変更届）（場所）に係る事項を検討した結果、その高層部分は、重要無線

通信障害原因とならないと認められるので、電波法第１０２条の５第１項及び第２項の規定により

通知する。 

なお、当該高層建築物等の施工に際し、仮設物等の使用により重要無線通信に障害を与える恐れ

があるため、工事着工に当たっては下記の免許人と十分調整されたい。 

 

 

記 

 

１ 重要無線通信の免許人名 

２ 重要無線通信の電波伝搬路 

３ 連絡先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

長 
 

辺 



様式１１（第３０条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

重要無線通信障害原因となる旨の通知書 

 

 

（建築主又は請負人） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

 □□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。）の（高層建築物等予定工事届・

高層建築物等変更届）（場所）に係る事項を検討した結果、その高層部分は、下記のとおり重要無線通信障害原

因となると認められるので、電波法第１０２条の５第（注１）項の規定により通知する。 

 

 

記 

 

１ 障害となる重要無線通信の免許人及びその電波伝搬路 

２ 障害原因部分  別紙のとおり 

３ 障害原因となる理由 

４ その他必要な事項 

行政事件訴訟法第４６条第２項及び行政不服審査法第５７条第１項により次のことを教示する。 

この処分について不服があるときは、総務大臣に対し、処分のあった事を知った日の翌日から起算して

６０日以内に異議申立てをすることができる。 

なお、この処分については、電波法第９６条の２の規定により、異議申立てに対する決定に対してのみ、 

     取消しの訴えを提起することができる。 

  

参 考 

１ 電波法第１０２条の６の規定により、この通知を受けた日から２年間は、この通知に係る障害原因部分

に係る工事を行ってはならないことになっている。 

２ 参照条文 

（注２） 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 建築主宛ての場合は「第１項及び第２項」と、請負人宛ての場合は「第３項」と記載すること。 

 ２ 法第１０２条の６及び第１０２条の７を記載すること。

長 
 

辺 



様式１２（第３０条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

重要無線通信障害原因となる旨の通知書 

 

 

（免許人） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

 下記の建築主から届出（□□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。））の

あった高層建築物等は、貴所属（○○○～○○○）固定局間の重要無線通信障害原因となると認められるので、

電波法第１０２条の５第３項の規定により通知する。 

 

 

記 

 

 

１ 建築主の氏名又は名称及び住所          電話      番 

２ 工事請負人の氏名又は名称及び住所        電話      番 

３ 敷地の位置（地名、地番） 

４ 高層建築物等の最高部の地表高及び海抜高 

５ 高層部分の構造及び主要材料 

６ 高層部分の形状及び障害原因部分 別紙のとおり 

７ その他 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

長 
 

辺 



様式１３（第３０条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

重要無線通信障害原因通知を行った旨の通知書 

 

 

（関係する特定行政庁 

又は経済産業局長） 殿 

 

 

○ ○ 総 合 通 信 局 長   ○印  

（注） 

 

 

 電波法第１０２条の５第１項の規定により、□□○○年○○月○○日付け○○○○第ＸＸＸＸ号をもって（建

築主の氏名又は名称）の届出に係る高層建築物等（場所）が重要無線通信障害原因となると認められる旨の通

知を行ったので、通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

長 
 

辺 



様式１４（第３１条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

重要無線通信障害原因とならないものとなった旨の通知書 

 

 

（免許人） 殿 

 

 

○ ○ 総 合 通 信 局 長   ○印  

（注１） 

 

 

 （建築主の氏名又は名称）の届出に係る高層建築物等（場所）について、□□○○年○○月○○日付け○○

○○第ＸＸＸＸ号をもって重要無線通信障害原因となる旨の通知を行ったが、（注２）により、当該高層部分が

重要無線通信障害原因とならないものとなったと認められるので、通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

 ２ 当該高層部分が障害原因とならないものと認められるに至った理由を記載すること。 

長 
 

辺 



様式１５（第３２条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

高層建築物等工事計画届があった旨の通知書 

 

 

（免許人） 殿 

 

 

○ ○ 総 合 通 信 局 長   ○印  

（注） 

 

 

 貴所属（○○○～○○○）固定局間に係る伝搬障害防止区域において、下記の建築主から高層建築物等工事

計画届（□□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。））が提出されたので、

通知する。 

 

 

記 

 

 

１ 建築主の氏名又は名称及び住所          電話      番 

２ 工事請負人の氏名又は名称及び住所        電話      番 

３ 敷地の位置（地名、地番） 

４ 高層建築物等の最高部の地表高及び海抜高 

５ 高層部分の構造及び主要材料 

６ 工事着手予定年月日 

７ 工事完了予定年月日 

８ その他 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 
注 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

長 
 

辺 



様式１６（第３３条関係） 

 

 

○○○○  第  ＸＸ  号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

伝搬障害防止の協議に関するあっせん申出書 

 

 

総 務 大 臣 殿 

 

住所 〒             （注） 

 

氏名               印 

電話番号 ○○－○○○○－○○○○ 

 

 

 

電波法第１０２条の７第２項の規定に基づき、下記内容について、あっせんを申出します。 

 

 

記 

 

１ 伝搬障害原因となる旨の通知書の年月日及び番号 

２ 協議の相手方の氏名 

３ あっせん申出の事由 

４ 相手方との協議の経緯 

５ 意見又は希望 

６ 参考事項 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注 代理人を選任する場合は、申出者記入欄下部に、代理人住所、氏名、職業及び電話番号を記載し、押印する

こと。 

長 
 

辺 



様式１７（第３３条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

伝搬障害防止の協議に関するあっせん申出の通知書 

 

 

（あっせん申出の相手方） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

電波法第１０２条の７第２項の規定に基づき、下記のとおりあっせんの申出があったので通知する。 

 

記 

１ あっせん申出日 

２ あっせん申出者氏名 

３ 代理人氏名 

４ 伝搬障害原因となる旨の通知書の年月日及び番号 

５ あっせん申出の事由 

６ 協議の経緯 

７ 意見又は希望 

８ 参考事項 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

長 
 

辺 



様式１８（第３４条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

伝搬障害防止の協議に関するあっせんの意見聴取出頭通知書 

 

 

（双方の当事者） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

電波法第１０２条の７第２項の規定に基づき、あっせんを行うために意見を聴取するので、下記により出

頭されたい。 

 

記 

１ 伝搬障害原因となる旨の通知書の年月日及び番号 

２ 日時 

３ 場所 

４ 主宰者 

５ 意見聴取立会者 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

長 
 

辺 



様式１９（第３６条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

伝搬障害防止の協議に関するあっせん案の提示書 

 

 

（双方の当事者） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

電波法第１０２条の７第２項の規定に基づき、別添のとおりあっせん案を提示するので、意見がある場合

は、□□ＸＸ年××月××日までに提出されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

長 
 

辺 



様式２０（第３７条関係） 

 

 

○○○○  第  ＸＸ  号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

総合通信基盤局長 殿 

（電波部基幹通信課） 

 

 

○ ○総合通信局長 

（注１） 

 

 

 

伝搬障害防止の協議に関するあっせん案の意見不一致について（進達） 

 

 

     標記について、電波伝搬障害防止事務処理規程第３７条の規定に基づき、下記のとおり進達するので、指示 

方よろしく取り計らい願います。 

 

記 

 

１ あっせん申出日 

２ あっせん申出者氏名 

３ 代理人氏名 

４ 相手方当事者氏名 

５ 相手方当事者代理人氏名 

６ 伝搬障害原因となる旨の通知書の年月日及び番号 

７ 地方局長意見 

８ 添付資料 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

  ２ 不要の文字を削除すること。 

長 
 

辺 



様式２１（第３９条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

伝搬障害防止の協議に関するあっせんの打切り通知書 

 

 

（双方の当事者） 殿 

 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

電波法第１０２条の７第２項の規定に基づき、□□ＸＸ年××月××日付○○○○第××××号（注）に

よりあっせん案を提示したが、両者意見一致を見出すことは困難と判断したので、この通知をもってあっせ

んを打切る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注 複数回のあっせん案を提示したときは、その複数回の文書期日及び決裁番号を下記により記載すること。 

長 
 

辺 



 様式２２（第４１条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

 

 

工事      命令書 

 

 

（建築主） 殿 

 

 

 

 

貴殿が（場所）において、              工作物で地表からの高さが３１メートルを超える 

 

部分の建築は、電波法第１０２条の８第１項第（注１）号に該当するので、同項の規定により、（□□Ｘ年ＸＸ 

月ＸＸ日まで（注２））その部分の工事を（注３）。 

                     

行政事件訴訟法第４６条第２項及び行政不服審査法第５７条第１項により次のことを教示する。 

この処分について不服があるときは、総務大臣に対し、処分のあった事を知った日の翌日から起算して６０ 

日以内に異議申立てをすることができる。 

なお、この処分については、電波法第９６条の２の規定により、異議申立てに対する決定に対してのみ、取 

消しの訴えを提起することができる。 

 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 法第１０２条の８第１項の第１号に該当する命令は「１」、第２号に該当する命令は「２」と記載すること。 

２ 期間を定めない場合（現に工事中のものに限る。）は、空白とすること。 

３ 停止命令は工事中の場合とし「停止すること及び請負人に停止させることを命ずる」と、禁止命令は工事予定の

場合とし「行うこと及び請負人に行わせることを禁止する」と記載すること。 

４ 不要な文字を削除すること。

長 
 

辺 

停止 

禁止 

現に工事中の 

近く工事を予定している 



様式２３（第４１条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

工事      命令をした旨の通知書 

 

（関係する特定行政庁 

又は指定確認検査機関） 殿 

 

○ ○ 総 合 通 信 局 長   ○印  

（注１） 

 

 

（建築主の氏名又は名称）の建築に係る高層建築物等（場所）の高層部分の工事については、電波法第１０

２条の８第１項第（注２）号に該当するので、同項の規定により、□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日付け○○○○第Ｘ 

 

ＸＸＸ号をもって（□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日まで（注３））その高層部分の工事   を命じたので、通知す  

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

２ 法第１０２条の８第１項の第１号に該当する命令は「１」、第２号に該当する命令は「２」と記載すること。 

３ 期間を定めなかった場合は、空白とすること。 

４ 不要な文字を削除すること。 

長 
 

辺 

停止 

禁止 

停止 

禁止 



様式２４（第４２条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

 

 

工事     命令撤回書 

 

 

（建築主） 殿 

 

 

 

 

 

 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日付け○○○○第ＸＸＸＸ号による工事   の命令は、下記の理由をもって電波法

第１０２条の８第３項の規定により撤回する。 

 

 

理由 

 

 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

総 務 大 臣   ○印  

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注 不要な文字を削除すること。 

 

長 
 

辺 

停止 

禁止 

停止 

禁止 



様式２５（第４２条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号  

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

工事    命令撤回の通知書 

 

（関係する特定行政庁 

又は指定確認検査機関） 殿 

 

○ ○ 総 合 通 信 局 長   ○印  

（注１） 

 

 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日付け○○○○第ＸＸＸＸ号をもって（建築主の氏名又は名称）に対し行った高 

 

層建築物等（場所）の工事     の命令は、電波法第１０２条の８第３項の規定により□□ＸＸ年ＸＸ 

 

月ＸＸ日付けで撤回したので、通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

 ２ 不要な文字を削除すること。 

長 
 

辺 

停止 

禁止 

停止 

禁止  



様式２６（第４９条関係） 

 

 

 

伝 搬 障 害 可 能 性 判 定 依 頼 書 

 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

○○総合通信局長 殿（注１） 

住  所 

氏  名        ○印 

 

 

 

次の高層建築物等について、伝搬障害可能性判定を依頼したく、別紙の図面（注２）を提出します。 

 

１ 建築主氏名又は名称及び住所              電話         番 

２ 工事の種別 

３ 敷地の位置（地名・地番） 

４ 高層建築物等の最高部の地表高及

び海抜高  

５ 高層部分の構造及び主要材料 

６ 工事着手予定年月日 

７ 工事完了予定年月日 

８ その他参考となる事項  

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所長にあっては、「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

２ 別紙の図面は伝搬障害規則第８条に準ずるものとすること。 

 

 

長 
 

辺 



様式２７（第４９条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

重要無線通信障害原因となる可能性がない旨の通知書 

 

 

（建築主） 殿 

 

 

○ ○ 総 合 通 信 局 長   ○印  

                （注１） 

 

 

□□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。）の伝搬障害可能性判定依 

頼書（場所）に係る事項を検討した結果、その高層部分は、重要無線通信障害原因となる可能性がないと 

認められるので、通知する。 

なお、当該高層建築物等の施工に際し、仮設物等の使用により重要無線通信に障害を与える恐れがあるため、 

工事着工に当たっては下記の免許人と十分調整されたい。 

 

記 

１ 重要無線通信の免許人名 

２ 重要無線通信の電波伝搬路 

３ 連絡先  

 

 

 

 

 

注 この通知は、電波法第１０２条の５に基づく障害の発生の判定を通知するものではない。 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

 ２ 不要な文字を削除すること。 

 

 

長 
 

辺 



様式２８（第４９条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

重要無線通信障害原因となる可能性がある旨の通知書 

 

 

（建築主） 殿 

 

 

○ ○ 総 合 通 信 局 長   ○印  

（注） 

 

 

□□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番号を記載する。）の伝搬障害可能性判定依 

頼書（場所）に係る事項を検討した結果、その高層部分は、重要無線通信障害原因となる可能性があると認め

られるので、通知する。 

 

 

記 

 

１ 障害が起こる可能性がある重要無線通信の免許人及びその電波伝搬路 

 

２ 障害原因となる可能性がある部分  別紙のとおり 

 

３ 障害原因となる可能性があると認められる理由 

 

 

 

 

 

 

注 この通知は、電波法第１０２条の５に基づく障害の発生の判定を通知するものではない。 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

長 
 

辺 



様式２９（第４９条関係） 

 

 

○○○○第ＸＸＸＸ号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

 

重要無線通信障害原因となる可能性がある旨の通知書 

 

 

（免許人） 殿 

 

 

○ ○ 総 合 通 信 局 長   ○印  

（注） 

 

 

 下記の建築主から伝搬障害可能性判定依頼（□□○○年○○月○○日付け（文書番号がある場合は、その番

号を記載する。））のあった高層建築物等については、貴所属（○○○～○○○）固定局間の重要無線通信障害

原因となる可能性があると認められるので、通知する。 

 

 

                     記 

 

 

１ 建築主の氏名又は名称及び住所          電話      番 

２ 敷地の位置（地名、地番） 

３ 高層建築物等の最高部の地表高及び海抜高 

４ 高層部分の構造及び主要材料 

５ 高層部分の形状及び障害原因の可能性がある部分 別紙のとおり 

６ その他 

 

 

 

 

注 この通知は、電波法第１０２条の５に基づく障害の発生の判定を通知するものではない。 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

 

注 「○○総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては「沖縄総合通信事務所長」とすること。 

長 
 

辺 



様式３０（第５０条関係） 

 

 

○○○○  第  ＸＸ  号 

□□ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 

 

電波伝搬路の情報（掲載・掲載変更・掲載削除）願 

 

 

総 務 大 臣 殿 

 

住所 〒              

 

氏名               印 

電話番号 ○○－○○○○－○○○○ 

 

 

 

電波伝搬路の情報（掲載・掲載変更・掲載削除）について 

 

 

下記の電波伝搬路情報について、伝搬障害防止区域図面（への掲載・の掲載変更・からの掲載削除）を

願いたく、別添のとおり資料を提出します。 

 

 

記 

 

（掲載・掲載変更・掲載削除）を希望する電波伝搬路 

電波伝搬路の名称 周波数帯 理由 備考 

○○～○○ ○○ＧＨｚ （例）無線区間新設のため （注１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短  辺（日本工業規格Ａ列４番） 

 

注１ 備考欄に免許番号及び免許年月日を記載すること。 

２ 反射板がない場合は、別添２の添付を要しないものとする。 

３ 掲載削除願の場合は、別添の添付を要しないものとする。 

４ 不要の文字を削除すること。 

長 
 

辺 



注１ 空中線位置については、緯度経度又はＸＹ座標値（測量法に規定する平面直角座標系）の一方を選択し、

記載し、緯度経度又はＸＹ座標値は±１ｍ以内の精度とすること。 

２ ＳＤ空中線については、中心補正値・中心補正角又はＸ値・Ｙ値補正値の一方を選択し、記載すること。 

３ 空中線位置を算出した際に使用した測定方法について、備考欄に①実測、②１／２５０００、③１／１０

０００、④１／５０００、⑤１／２５００、⑥不明、別に記載すること。なお、①は現地測量の結果である

場合、②～⑤は当該縮尺の地図から算出した場合、⑥は既出のデータで算出時の経緯が不明（既設無線局の

場合等）な場合である。 

  （別添１） 

電波伝搬路情報管理票（１） 
  年  月  日 

 

免許人名   
ルート番号 

□-□□□-□□□□□ 

局番号 ［局番号１］ ［局番号５］ 

免許の番号           号            号 

免許年月日      年    月    日      年    月    日 

無線局：名称    

使用周波数         MHz MHz 

占有周波数帯 MHz MHz 

併設周波数 GHz GHz 

都道府県／市区町村             

 

設置場所住所  

 

  

種類（掲載・変更）  

空中線位置 □個別 □代表（鉄塔中心） □個別 □代表（鉄塔中心） □個別０  □代表（鉄塔中心）１ 

空中線位置（緯度経度） 

Ｅ   °  ′  ″   

誤差（  ″ ） 

Ｎ   °  ′  ″   

誤差（  ″ ） 

Ｅ   °  ′  ″   

誤差（  ″ ） 

Ｎ   °  ′  ″   

誤差（  ″ ） 

空中線位置（ＸＹ座標値） 原点( ) 
Ｘ   ｍ 誤差（   ｍ） 

Ｙ   ｍ 誤差（   ｍ） 
原点( ) 

Ｘ   ｍ 誤差（   ｍ） 

Ｙ   ｍ 誤差（   ｍ） 

下
り
方
向 

空中線口径                 ｍ                 ｍ 

空中線種別等 送信空中線（   ）    → （偏波 ） → 受信空中線（   ） 

空中線地上高        ｍ 誤差（    ｍ）        ｍ 誤差（    ｍ） 

空中線海抜高        ｍ 誤差（    ｍ）        ｍ 誤差（    ｍ） 

空中線中心補正値 

補正角 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ｍ 

   °   ′   ″ 

空中線ＸＹ補正値 Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ 

Ｓ

Ｄ

１ 

ＳＤ１間隔 ｍ ｍ 

ＳＤ１中心補正値 

補正角 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ＳＤ１ ＸＹ補正値 Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ 

Ｓ

Ｄ

２ 

ＳＤ２間隔 ｍ ｍ 

ＳＤ２中心補正値 

補正角 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ＳＤ２ ＸＹ補正値 Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ 

上

り

方

向 

空中線口径                 ｍ                 ｍ 

空中線種別等 送信空中線（   ）    → （偏波 ） → 受信空中線（   ） 

空中線地上高    ｍ 誤差（   ｍ）   ｍ 誤差（   ｍ） 

空中線海抜高    ｍ 誤差（   ｍ）   ｍ 誤差（   ｍ） 

空中線中心補正値 

補正角 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ｍ 

   °   ′   ″ 

空中線ＸＹ補正値 Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ 

Ｓ

Ｄ

１ 

ＳＤ１間隔 ｍ ｍ 

ＳＤ１中心補正値 

補正角 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ＳＤ１ＸＹ補正値 Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ 

Ｓ

Ｄ

２ 

ＳＤ２間隔 ｍ ｍ 

ＳＤ２中心補正値 

補正角 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ｍ 

   °   ′   ″ 

ＳＤ２ＸＹ補正値 Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ Ｘ   ｍ Ｙ    ｍ 

備考 
 

 



 

  

電波伝搬路情報管理票（２） 
   

種類 （掲載・変更）   

電波伝搬路の名称       ～         

周波数帯         Ｈｚ帯 

空中線又は無給電中継装置の設置場所間の距離（下記１の地点から２の地点まで）       ｋｍ 

掲載年月日等           

変更年月日等           

 

１．空中線又は無給電中継装置の設置場所、高さ及び免許年月日並びに免許番号  

   設置場所 

   地上高       ｍ 海抜高      ｍ 免許年月日  年 月 日 免許番号    

２．空中線又は無給電中継装置の設置場所、高さ及び免許年月日並びに免許番号  

   設置場所 

   地上高       ｍ 海抜高      ｍ 免許年月日  年 月 日 免許番号    

 
ＡＤ識別  伝送方式  局間距離 Km   誤差    m    

反射板   

コメント 

 

 

 

 

 

 



 

（別添２）添２） 

電波伝搬路情報管理票（反射板情報） 
   

 

免許人名 
ルート番号 

□-□□□-□□□□□ 

局番号 ［局番号２］ ［局番号３］ 

反射板：名称   

都道府県／市区町村   

 

設置場所住所 
  

反射板位置 □個別  □代表（鉄塔中心） □個別  □代表（鉄塔中心） 

反射板位置（緯度経度） 
Ｅ   °  ′  ″  誤差（  ″ ） 

Ｎ   °  ′  ″  誤差（  ″ ） 

Ｅ   °  ′  ″  誤差（  ″ ） 

Ｎ   °  ′  ″  誤差（  ″ ） 

反射板位置（ＸＹ座標値） 
原点

( ) 

Ｘ     ｍ 誤差（   ｍ） 

Ｙ     ｍ 誤差（   ｍ） 

原点

( ) 

Ｘ     ｍ 誤差（   ｍ） 

Ｙ     ｍ 誤差（   ｍ） 

反射板対角径                 ｍ                 ｍ 

反射板地上高        ｍ 誤差（    ｍ）        ｍ 誤差（    ｍ） 

反射板海抜高        ｍ 誤差（    ｍ）        ｍ 誤差（    ｍ） 

局番号 ［局番号４］  

反射板：名称   

都道府県／市区町村   

設置場所住所   

反射板位置 □個別  □代表（鉄塔中心）  

反射板位置（緯度経度） 
Ｅ   °  ′  ″  誤差（  ″  ） 

Ｎ   °  ′  ″  誤差（  ″  ） 
 

反射板位置（ＸＹ座標値） 

 

 

原点 

 

 

Ｘ     ｍ 誤差（   ｍ） 

Ｙ     ｍ 誤差（   ｍ） 
 

反射板地上高        ｍ 誤差（    ｍ）  

反射板海抜高    ｍ 誤差（    ｍ）  

備考 

注１ 反射板位置については、緯度経度又はＸＹ座標値の一方を選択し、記載すること。 

２ 反射板位置を算出した際に使用した測定方法について、備考欄に①実測、②１／２５０００、③１／１００

００、④１／５０００、⑤１／２５００、⑥不明、別に記載すること。なお、①は現地測量の結果である場合、

②～⑤は当該縮尺の地図から算出した場合、⑥は既出のデータで算出時の経緯が不明（既設無線局の場合等）

な場合である。 

 



別表（第５２条関係） 

 

区 分 報告時期 報告様式 添付資料 

１ 
 防止区域

の指定等 

①防止区域の指定を要すると

認められるとき 

指定を要すると認

められる都度 
様式３ 

・防止区域指定等審査表 

・防止予定区域における電波伝搬路の拡大見通し図 

・建築計画等との障害検討結果 

・関係行政機関の意見 

②防止区域の指定の変更を要

すると認められるとき 

指定の変更を要す

ると認められる都度 
様式３ 

・防止区域指定等審査表 

・①の報告に添付した資料で変更のあったもの 

③防止区域の指定の変更は無

いが、総合無線局監理システ

ムの処理を要すると認められ

るとき 

総合無線局監理シ

ステムの処理を要す

ると認められる都度 

様式３ 

・①の報告に添付した資料で変更のあったもの 

④防止区域の指定の解除を要

すると認められるとき 

指定の解除を要す

ると認められる都度 
様式３ 

・防止区域指定等審査表 

２  障害原因となる旨の判定 
障害原因となる旨

の判定を行った都度 
適宜様式 ・様式１１～１３の写し 

３ 
 障害原因となる旨の判定後の協議の経

過、結果又は措置内容 

情報の提供があっ

た都度 
適宜様式 

・免許人と建築主が伝搬障害防止のために協議した場

合における協議の経過及び結果 

・必要な措置により障害原因がなくなった場合におけ

るその措置の内容 

・様式１４の写し 

４  工事の停止又は禁止の命令等 
停止又は禁止の命

令等を行った都度 
適宜様式 

・法第１０２条の８第１項の規定による工事の停止若

しくは禁止を命令又は同条第３項の規定による命令

の撤回をした場合におけるその概要 

・様式２２～２３又は様式２４～２５の写し 

５ その他必要な事項 
報告が必要と認め

られる都度 
適宜様式 

・報告が必要と認められる資料等 

 


